
令和8年3⽉１⽇ 現在

令和8年3⽉１⽇ 現在

・対象は鹿児島市に居住されている個人の方。（代理の方でも申し込めます。）

・費⽤は無料です。ただし、運搬・修理等にかかる費⽤は、譲り受ける方の負担となります。

・譲渡時における運搬等のトラブルについては⼀切介入しません。

・営利⽬的には、使⽤しないでください。

 【 提供できる福祉機器 】

 【福祉機器の譲り受け希望者数】
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※高さ調整はできません。
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〈詳細〉

 福祉機器リサイクル事業

登 録 状 況

【 利⽤にあたっての注意事項 】

心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）

※ 折 り たためます


